
Newsletter 
租税不服申立の解決規定 

19 August 2015 

© 2015 Grant Thornton (Vietnam) Limited. All rights reserved. 
 



2015年4月20日、税務総局は、租税不服申立の
解決規定を公布する2014年10月8日付け 
Decision No. 1720/QD-TCT に代わる 
Decision No. 742/QD-TCT を発行しました。今
回の Grant Thornton Vietnam の Newsletter 
では、この新しい Decision で留意すべき事項を
ご紹介申し上げたく存じます。 

適用対象： 

この規定では、税務総局、税務局および税務支
局に対する公民の税務不服申立の受理および
解決に関するいくつかの規定を体系化して規定
しており、時効、不服申立の期限、不服申立受
理・解決の期限、受理・解決の対象とならない不
服申立、不服申立受理・解決の条件、不服申立
手続きにおける責任および管轄権限などに関す
る内容が規定されています。 

税務当局による行政決定には、以下のものが含
まれます： 

• 推計課税の決定、納税通知。 

• 免税・減税の決定。 

• 税金還付の決定、税金非徴収の決定。 

• 租税法違反行為に対する行政罰の決定。 

• 租税行政決定の強制執行決定。 

• 税務特別調査の結論。 

• 法律の規定に基づくその他行政決定。 

• 税務当局から公文書や通知書などの形態で発
行されているが、租税管理の分野において、一
定の問題に関して、一つまたは複数の対象に
対して、一度限りで適用される税務当局による
決定の内容を含む文書。 

行政決定に対する時効、不服申立の期限、およ
び、不服申立受理・解決の期限： 

• 最初の不服申立に対する時効は、行政決定の
受取日、または、行政行為を知った日から90日

ですが、病気、天災、戦争、出張、留学、その
他客観的障害の期間を除外します。  

最初の不服申立に対する解決期限は、受理日
から30日、または、複雑な案件の場合60日を
超えません（遠隔地の場合は45日、または、複
雑な案件の場合は60日を超えません） 

• 2回目の不服申立に対する時効は、最初の不

服申立が解決されないまま解決期限日となっ
た日、または、不服申立人が同意できない内
容での不服申立解決決定を受理した日から30

日以内です（遠隔地の場合は延長されることも
ありますが45日を超えません）。 

2回目の不服申立に対する解決期限は、受理
日から45日、または、複雑な案件の場合70日
を超えません（遠隔地の場合は60日、または、
複雑な案件の場合は70日を超えません） 

受理・解決の対象とならない不服申立の場合： 

• 行政決定、行政行為が、政府の規定によるリ
ストに基づく国防、安全保障、外交の分野にお
ける国家機密の範囲に該当する場合。 

• 不服申立の対象となる行政決定、行政行為が、
不服申立人の権利、合法的な利益に直接関係
しない場合。 

• 不服申立人が十分な民事行為能力を持たず、
かつ、合法的な代理人を持たない場合。 

• 合法的でない代理人が不服申立する場合。 

• 不服申立書に、不服申立人の署名または指紋
署名を欠く場合。 
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• 合理的な理由無く、不服申立の時効、期限が
切れた場合。 

• 2回目の不服申立に対する解決決定が既にな
されている不服申立の場合。  

• 不服申立解決の一時停止通知があり30日経

ても不服申立人が不服申立を行わなかった場
合。 

• 裁判所により受理された、または、裁判所の判
決・決定により解決された不服申立の場合。但
し、行政案件の一時停止決定の場合を除く。 

行政決定、行政行為に対する不服申立解決決
定の効力： 

• 最初の不服申立に対する解決決定は、不服申
立人が2回目の不服申立を行わない場合、決
定の発行日から30日後に法的な効力が発生し

ます。遠隔地の場合には期限が延長されるこ
ともありますが45日を超えません。 

• 2回目の不服申立に対する解決決定は、決定
の発行日から30日後に法的な効力が発生しま

す。遠隔地の場合には期限が延長されることも
ありますが45日を超えません。 

発効日： 

この Decision は、署名日（即ち、2015年4月20

日）から発効し、租税不服申立の解決規定を公
布する 2014年10月8日付け税務総局Decision 
No 1720/QD-TCT は廃止されます。 

ご不明な点などございましたら、 
Grant Thornton Vietnam の税務専門家まで
お問い合わせ下さい。 

行政決定/ 行政
行為 

最初の不服申
立 

最初の不服申
立に対する解
決決定 

解決決定の効
力発生 

2回目の不服申
立 

2回目の不服申
立に対する解
決決定 

90日  
（客観的障害の期間を除く） 

30日  
（遠隔地の場合は45日、複
雑な案件の場合は60日） 

30日  
（遠隔地の場合は45日） 

解決でき
た場合 

30日  
（遠隔地の場合
は45日） 

30日  
（遠隔地の
場合は45
日） 

不服申立人
が合意する
場合 

45日 （遠隔地の場合は60
日、複雑な案件の場合は

70日） 
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この Newsletter は、情報提供のみを

目的として作成しております。不正確
または不完全な情報、または、これら
情報に基づく作為または不作為から
発生した損額について、  

Grant Thornton Vietnam は責任を負い
ません。 

今回の Newsletter に関するご質問や

詳細情報のお問い合わせは、弊社の
専門家へご連絡下さい。 
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